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 今年度の総会を19日日曜日に開催する予定と
しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡
大防止という観点から、資料を配布し書面での
議決となりました。 
 資料は 4月10日に送付し、20日を〆切とし 
役員総数40名のうち、38名から返信があり、 
構成員の過半数を満たす結果となりましたので、
会則により総会成立となりました。 
 第1号議案 令和元年度事業報告並びに 
            収支決算報告・監査報告 
 第2号議案 令和2年度事業計画(案） 
            収支予算書(案） 
 すべての議案に異論はなく、全会一致で承認さ
れました。 

 
  
 
 
   
  
 
  
 
  この度の新型コロナウイルスの感染拡

大予防のため活動を自粛せざるを得ない
状況となっています。 

 この状況が改善でき次第、活動を活発
化できればと思います。 

 それまでの期間、出来る範囲内での活
動と、子ども、高齢者などを気にかけ見
守りをお願いします。 

◇6 月 一皿運動、グラウンド清掃 
◇7 月 ふるまい研修会、夏休み教室 
◇8 月 盆ソフト、盆踊り、生産活動 
◇9 月 駅伝大会、交通安全、一皿運動 
◇10月 G清掃、敬老会、地区民体育大会 
◇11月 総合文化展、健康教室 
◇12月 男性料理教室、リースしめ縄作り 
◇１ 月 とんど焼き、支え合い研修会 
◇2 月  人権講座、ワークショップ 
◇3 月 一皿運動 
  各月 定例会 ・部長会  
＊千丈渓のアピール（交流人口増） 
＊安心カード の作成       
  
 

   
 
   
  
 
  
 
 

教室等は標準予定日となって
います。お休みになる場合が
あります。 

令和元年度 おもな活動実績 
＊サポートチーム 依頼数10件  
＊広報活動 ふれあい通信発行ほか 
＊防災意識 研修会3回実施 
＊交通安全 街頭指導、啓発活動 
＊たんぽぽ 音楽のつどい、千羽鶴奉納ほか 
＊ごぼう茶づくり 324袋 生産活動約20回 
＊高齢者の見守り ひと皿運動（3回） 
                 敬老会にて送迎 
                 健康づくり（介護予防） 
＊伝統芸能 ふるさと祭りの開催、盆踊り 
＊生涯スポーツ 気功教室、体協活動 
＊生涯学習 総合文化展（いきいき祭り） 
           人権講座 サークル活動 
＊子供の体験 ふりきゅうクラブ 
           子ども、大人 のべ145人参加 
＊参加しやすい行事 とんど焼き  
＊社会教育 支え合い研修会3回 
           参加人数 のべ105人 

＊次のイベントは中止となっています。5/3 長谷デー(風の国）再興第104回院展(今井美術館） 
 5/17クリーン桜江 / 江津こどもまつり(地場産センター）5/23玉江大会 

◇年間を通してする活動 
 ・お助け隊 ・たんぽぽ ・ごぼう茶作り 
 ・交通安全・気功教室・健康作り 
 ・防災・まごころ市・ふりきゅうクラブ他 
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新一年生13名が入学し、 
全校児童102名となりました。 
早く新しい生活に慣れ 
楽しい学校生活を 
送ってください。 
 

 
 
 
 

 
  

                
            
            

            

 
 
 

市山地域の動向2020.3月末 

世帯数 288戸 
人口：男322人(±0人） 
   女373人(±0人） 
  計:685人(±0人） 
高齢化率 40.88％（±0％） 
        

 
市東 岩本 秀様 
志をいただきました。 
厚くお礼申し上げます。 

   

市山地域
 

ウイルスに負けない体をつくろうチャレンジ！ 
江津市健康医療対策課 

 実施期間：令和2年5月1日（金）から 
      新型コロナウイルス感染状態終息迄 
 内容：個人で一ヶ月間チャレンジコースを選択し 
    生活習慣改善に取り組む。 達成賞あり♪ 
☆カードが交流センターにあります。 
  

 

運動期間：5月1日～31日 

■自転車安全利用五則■ 

１）自転車は車道が原則、歩道は例外 
２）車道は左側を通行 
  ～右側走行は禁止～ 
３）歩道は歩行者優先で、 
       車道寄りを徐行 
４）安全ルールを守る 
 飲酒運転の禁止、二人乗り禁止 
 並進の禁止、夜間のライト点灯 
 信号を守る、一時停止と安全確認 
5）子どもはヘルメットを着用 

☆自転車は軽車両です。上記に違反す 
ると罰則があります。（５）以外） 
 飲酒運転は、5年以下の懲役又は、 
100万円以下の罰金になります。 

 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言
の発令、感染予防のため、総会は資料配布となり
ました。 

令和２年度事業計画 
【目標】みんなが健康で安心して暮らせるまち作り 
◇重点取組み◇ 
 ①自己健康管理（健診、血圧、体重測定の習慣化） 
     啓発・声掛け 
 ②栄養、食生活、歯の健康作り◎最重点取組み 
     食改の活動、啓発 
 ③健康になる為の運動習慣 
     ３B体操、ポールエクササイズ、ウォ―キング他 
 ④心の健康づくり 
     研修、啓発活動 
 ⑤健康づくり組織活動強化 
     健康づくり組織の活動支援、連携 
 

《お知らせ》 
 毎年6月に行っていた第1回目の健康教室は、現 
状を考慮して中止とさせていただきます。また、松川 
地区との交流会も今年度は中止と致します。 
ご理解とご協力をお願い致します。 

  

  

江尾自治会長 渡辺光治郎さん 
  ご活躍を期待します。 

新しい制服に身を包み、いつもと
は違う表情を見せていました。 
勉強に部活に頑張ってください。 
新入学生 20名（全校生徒49名） 
 

交通安全対策協議会
(総務部） 

交流センター 
  グラウンド清掃 
 6月 本町・小一山自治会   
 8月  市東自治会   
10月 今田自治会   
 宜しくお願い致します。 

▶クリーン桜江は 
   中止となりました。 
 

 

こ ん に ち は ！ 
私たちが市山地
区の民生委員・
児童委員です。
お気軽にご相談
下さい！ 湯浅 詔三さん 今田 

石津 美子さん 市東 
藤田 幸子さん 本町、小一山、後山 
渡邊光治郎さん 江尾 
森下 宴子さん 主任児童委員 

関係機関への 
「つなぎ役」です 

全国民生委員児童委員連合会では、毎年、5月12日を「民生委員・児童委員の日」、
また、この日から1週間（5月12日～18日）を「活動強化月間」と定めています。活動内
容を地域住民に理解して頂き、信頼関係を深めていく目的となっています。 


